
第
一
回

第
一
回 

笠
松
町
議
会
定
例
会
開
会

笠
松
町
議
会
定
例
会
開
会

第
一
回 

笠
松
町
議
会
定
例
会
開
会

　
平
成
十
八
年
第
一
回
笠
松
町
議
会

定
例
会
が
三
月
三
日
（
金
）
か
ら
二

十
二
日
（
水
）
ま
で
開
催
さ
れ
、
次

の
案
件
が
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
笠
松
町
収
入
役
事
務
兼
掌
条
例
に

　
つ
い
て

　
　
四
月
一
日
よ
り
、
笠
松
町
に
収

　
入
役
を
置
か
な
い
こ
と
と
す
る
た

　
め
、
所
要
の
規
定
整
備
を
行
う
も

　
の
。

▽
笠
松
町
条
例
の
左
横
書
き
及
び
用

　
語
等
の
統
一
に
関
す
る
措
置
条
例

　
に
つ
い
て

　
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
、
イ
ン
タ

　
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
例
規
の
公
開
を

　
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
に
存

　
在
す
る
例
規
を
左
横
書
き
と
す
る

　
た
め
、
所
要
の
規
定
整
備
を
行
う

　
も
の
。

▽
笠
松
町
の
公
益
法
人
等
へ
の
職
員

　
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
四
月
一
日
か
ら
、
職
員
を
財
団

　
法
人
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、

　
財
団
法
人
笠
松
町
地
域
振
興
公
社

　
へ
派
遣
す
る
た
め
、
所
要
の
規
定

　
整
備
を
行
う
も
の
。

▽
笠
松
町
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施

　
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
乳
幼

　
児
健
康
支
援
一
時
預
か
り
等
の
事

　
業
を
、
子
育
て
支
援
事
業
と
し
て

　
位
置
づ
け
そ
の
利
用
に
対
す
る
利

　
用
料
を
設
定
す
る
た
め
、
所
要
の

　
規
定
整
備
を
行
う
も
の
。

▽
笠
松
町
国
民
保
護
協
議
会
条
例
に

　
つ
い
て

▽
笠
松
町
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び

　
笠
松
町
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部

　
条
例
に
つ
い
て

　
　
右
の
二
議
案
は
、
武
力
攻
撃
事

　
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た

　
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行

　
に
伴
い
、
市
町
村
に
お
け
る
国
民

　
保
護
協
議
会
、
市
町
村
に
お
け
る

　
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対

　
処
事
態
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
、

　
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

　
項
を
規
定
す
る
も
の
。

▽
笠
松
町
こ
と
ば
の
教
室
設
置
条
例

　
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
こ
と
ば
の
教
室
の
運
営
を
、
財

　
団
法
人
笠
松
町
地
域
振
興
公
社
に

　
移
管
す
る
た
め
、
所
要
の
規
定
整

　
備
を
行
う
も
の
。

▽
笠
松
町
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の

　
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

　
い
て

　
　
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報
酬

　
額
を
、
一
律
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
カ

　
ッ
ト
す
る
も
の
。

▽
笠
松
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

　
い
て

　
　
国
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

　
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
当

　
町
の
一
般
職
員
等
の
給
与
に
関
し
、

　
所
要
の
規
定
整
備
を
行
う
も
の
。

　
　
◆
主
な
内
容

　
　
○
全
給
料
表
の
水
準
の
引
下
げ

　
　
・
行
政
職
給
料
表
　
人
事
院
勧

　
　
　
告
平
均
改
定
率
△
４
・
８
％

　
　
・
医
療
職
給
料
表
　
人
事
院
勧

　
　
　
告
平
均
改
定
率
△
３
・
０
％

　
　
○
職
務
の
級
を
統
合

　
　
・
八
級
制
↓
六
級
制

　
　
○
勤
務
成
績
に
基
づ
く
昇
給
制

　
　
　
度
の
導
入

　
　
・
現
行
の
号
給
を
四
分
割
し
、

　
　
　
一
号
給
当
た
り
の
昇
給
額
を

　
　
　
縮
減

　
　
・
昇
給
時
期
を
年
一
回
（
一
月
）

　
　
　
に
統
一

　
　
・
各
職
員
層
ご
と
に
昇
給
区
分

　
　
　
（
五
段
階
）
に
応
じ
た
昇
給

　
　
　
号
給
数
を
設
定

▽
笠
松
町
小
学
校
及
び
中
学
校
の
設

　
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改

　
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
学
習
等
供
用
施
設
設
置
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

　
い
て

▽
笠
松
町
総
合
会
館
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
緑
会
館
条
例
の
一
部
を
改

　
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防
セ
ン

　
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
右
の
七
議
案
は
、
行
財
政
改
革

　
に
よ
る
使
用
料
及
び
減
免
規
定
の

　
見
直
し
に
よ
り
、
施
設
使
用
料
を

　
改
正
す
る
も
の
。
（
平
成
十
八
年

　
七
月
一
日
以
後
の
使
用
に
係
る
使

　
用
料
か
ら
適
用
）

▽
笠
松
町
厚
生
会
館
の
設
置
及
び
管

　
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽
笠
松
町
福
祉
会
館
の
設
置
及
び
管

　
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
右
二
議
案
は
、
地
方
自
治
法
の

　
改
正
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理

　
に
つ
い
て
、
従
来
の
「
管
理
委
託

　
制
度
」
が
廃
止
さ
れ
、
「
指
定
管

　
理
者
制
度
」
が
創
設
さ
れ
た
こ
と

　
に
よ
る
所
要
の
規
定
整
備
と
、
行

　
財
政
改
革
に
よ
る
使
用
料
及
び
減

　
免
規
定
の
見
直
し
に
よ
り
、
施
設

　
使
用
料
を
改
正
す
る
も
の
。
（
使

　
用
料
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日

　
以
後
の
使
用
に
係
る
使
用
料
か
ら

　
適
用
）

▽
笠
松
町
児
童
館
設
置
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、

　
公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
、
従

　
来
の
「
管
理
委
託
制
度
が
廃
止
さ

　
れ
、
「
指
定
管
理
者
制
度
」
が
創

　
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
所
要
の

　
規
定
整
備
を
行
う
も
の
。

▽
笠
松
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

　
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

　
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用

　
料
の
規
定
を
、
笠
松
町
子
育
て
支

　
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
で

　
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
要
の

　
規
定
整
備
を
行
う
も
の
。

▽
笠
松
町
立
保
育
所
の
設
置
及
び
管

　
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
行
財
政
改
革
に
伴
い
、
第
一
保

　
育
所
を
平
成
十
八
年
度
か
ら
民
営

　
化
す
る
こ
と
に
よ
る
、
所
要
の
規

　
定
整
備
。

▽
笠
松
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
第
三
期
（
平
成
十
八
年
度
か
ら

　
平
成
二
十
年
度
ま
で
）
介
護
保
険

　
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
介
護
保
険

　
料
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
整

　
備
を
行
う
も
の
。

　
　
◆
主
な
改
正

　
　
○
保
険
料
の
段
階
を
現
行
の
五
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